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西中国信用金庫は、特殊詐欺など金融犯罪を巡る深刻な状況を鑑み、山口県警察と「金融犯罪に係る

情報提供に関する協定書」を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

１、目的 

  詐欺被害等の拡大防止および、犯人検挙に向けた取り組みを推進するため。 

 

 

２、内容 

  当金庫が特殊詐欺等の被害または口座不正利用のおそれが高いと判断される取引を確認した場合

は、その情報を共有し、詐欺被害等の拡大防止、口座不正利用の防止および犯人検挙へ向けて、山

口県警察との連携を強化する。 

 

 

３、締結式 

  以下の通り締結式を行いました。 

日時 ２０２５年５月１２日（月）１４：００ 

場所 山口県警察本部４階記者会見室 

締結者 山口県警察本部 生活安全部長 山根 保宏 

西中国信用金庫 常務理事兼コンプライアンス統括部長 春田 裕司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県警察との「金融犯罪に係る情報提供に関する協定書」の締結について 

令和７年５月１２日 

 

 
  

 



 

【協定締結の様子】 

 
 

（左から、山口県警察本部 山根生活安全部長、西中国信用金庫 春田常務理事、 

萩山口信用金庫 嶋戸常務理事、東山口信用金庫 三田常務理事 ） 

 

 

（本件に関するお問い合わせ先） 

西中国信用金庫 コンプライアンス統括部  

電話０８３-２２３-４９４２   （担当：石川・青木） 

   

以 上 

 


